
許 可 番 号 第  14010014号

福岡県知事

薬 局 開 設 計 可 証

更 新

氏 名 株式会社薬局白十字

薬 局 の名 称 薬局白十字福津店

薬局の所在地 福津市中央 4丁 目11番 1号

医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の

確 保 等 に 関 す る法 律 第 4条 第 1項 の 規 定 に よ り開 設

の 許 可 を 受 け た 薬 局 で あ る こ と を証 明 す る。

令和   6年   9月   9日
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要指導医薬品

,)選択により慎月されることが目的とされているものであり かつ、その題正な使用の

にめに薬剤師の対面による情報の握快及び索学的矢1見 に基づ くI旨導が行われることが

ロ スイッチ直後品目
′ヽ 毒表
二 尉薬

第 1業頬医薬 品

第 2類医薬 品
して厚生労悸Ⅲ大臣が指定す

要指導医薬品、一般
硼医薬品の定義及び
甲:党

第3類 医薬品

再,
桜

一
に

ヽ
一不

要指導医薬品
円医薬品の表
する解説 O指 定第 2類医薬品は、 Pの 文字を0(丸4)又は  (四 角枠,て 固みます

雲指・薄医薬品「要権尊医薬品Jの文字を記載 し 粋て回みます

「第Ⅲ類医薬品J「第2類 雷薬品J「第3類 医薬品どの文

'

情報提供等 対応する専門家

霞指導医薬品 吾面で情報提供及び指導 義務

書面て情報提供 転務 薬却l師

指定第 2類 区薬品
第 2環医薬品

情報提供は努力雲務

菜瀬l節 又は登録販売春

顔
提
す
類
離
訊

要指導医薬品、一
用医薬品の情報の
供及びf髯導等に関
る解説 指定第 2
医薬品の禁忌の
認 専門家への相

般

第 3頚 医薬品

要指導医薬品の陳 ,!

手に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品l真 列区画のカウンター内部着しくは鶴をかけた陳コ1設備に陳夢1し てし
ます。

Fl類 医薬品は、第 1類 医薬品朦列区画のカウンター内雪「者しくは鍵をかけた1県〕1設備に1埃 夕Jし てい

碁彙穀機残酔 ζ停海P鍛学父詔1と 7浅筑解望魂紀モ鰐イ
います。

―般用医薬品の陳夢!

t聞する解説

医薬品による健康栖
害の救済に関する

“
度の解説

り

Jp/ndex ht田 |

年末年始除く)祝ロ

個人情報の適正な IB

扱 いを確保するたと
の惜置

苦情相談窓口
'テ「轄する保健福祉 (環境)事務所又は保健所名 :福岡県宗像 滋賀保健福祉環境事務所

電話番号   0940 -  3生  - 2045  受付時間  9  i 00 ～ 17

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 薬局の管理及び運営に関する事項

お客様ヘ
当薬局は、法に基づく医薬品の情報提供を適切に行うための構造設備及び販

売体制を下記の通り整備 しております。尚この提示は、法第 9条の 4によつて
義務付けられております。

1.許可区分 :薬局

2 許可証の記載事項
・ 薬 局 開 設 者 名 :株式会社菓局白十字

・ 薬 局 名 : 菜局白十字 橿津店

・許可番号 :第 14010い 碍
・許可年月日 :令和6年 ,0月 1日

,有効期間 :令和12年 9月 30日

・ 所 ねEl也 : 福濠市中央4丁 目11番 i号

・所轄自治体名 :福揮市

３

　

４

薬局管理者 :氏名 (薬剤師)村山 智子

当該薬局に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務
a雰學刹息T  :  氏名 村山 智子、稿迫 千代、白木 浩―、白木 事子、坂水 祐子、平川 佑介

す旦当 業 務  調輝l'医薬品販売 情報提供 ,相談

b登録販売者 (従事した期間が 2年以上)

氏名
担当業務

c登録販売者 (従事した期間が 2年末満)

氏名
担当業務

謬呈搭昌震嚢量
の区

a第 1類医薬品  日指定第 2類医薬品
日第 2類医薬品  日第 3類医薬品

勤務者の名札等による区別

.香裂霞畢暑奮竿喜曇晶笑罰
」白
躍れ≧憲建嘉鵠ぷτ軍某穏お君Zは名札に

「研修中」と記載)と書いた名ホしを付けています。

7.①営業時間での相談対応時間及び連絡先

日曜日・祝日

(0940)Sl-1335

②営業時間外での相談対応時間及び連絡先

・連絡先 : ωoω フ477‐6]60

⑤営業時間外で医薬品の購入又は譲り受けの申し込みを受理する時間

5

緊急時におけ
・連絡先

る連絡先
:  (0つ 。)'4,7-6ヨ 60

キ法は医薬品、医療機器学の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

安心 して薬局 サ ー ビス を受 けて いただ くため に

(お 知 ら せ )

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個

人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆様釧固人情報を

適切に取り扱っています。また、当薬局における個人1青報の利用目的は、次

に掲げる事項です。

個人情報の取扱いについて、ど不明な点や疑問などがございましたら、お

気軽にお問い合わせください。

《皆様の個人1青報の利用目的》

○当薬局における調剤サービスの提供

o医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握 (副作用歴、

既往歴、アレ)レギー、体質、併用薬、ご在所や緊急時の連絡先など)

o病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者など

との必要な連携

o病院、診療所などからの照会への回答

○家族などへの薬に関する説明

○医療保険・介護保険等の請求事務 (審査支すムオ之幾関への調剤報酬明細書 (レ

セプト)の提出、審査支払機関又は保険者への照会、審査支払機関また

は保険者からの照会への回答など)

○薬斉」師賠償責任保険などに係る保険会社への相談また(よ届出など

○調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

○当薬局内で行う症例研究

○当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習

○外部監査機関への情報提供

○その他の利用目的

商品の販売、その他アフターサービスの提供

ご注文いただいた商品の入荷案内および発送

各種商品・サービス・ イベン トに関する情報提供

医薬品副作用情報や リコール情報の提供、各種お問い合わせに対する対応

その他、法令等の正当な理由に基づく利用

当粟局は、「個人1青報の保護に関する法律J(以下、「個人情報保護法J)および「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 (1国人
情報保護委員会・厚生労働省策定。以下、「ガイダンスJ)を連守し、良質な薬局サー
ビスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。

個人情報保護に関する基本方針

1.基本方針

2.具 体的な取 り組み

当薬局は、皆様の個大 1青報を適切に取 り扱うために、次の事項を実施 しま現

(1)個人情報保護法およびガイダンスをはじめ、関連する法令を逢守します。

(2)個人情報の取扱いに関す否ルー)レ (運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任

者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。

(3)個人情報の適切な保管のために個人情報保護法及びガイダシスに沿って安全管理

措置を講し、漏洩・減失・棄損の防止に努めます。

(4)個人情報を適切に取り扱つていることを定期的に確認し、問題が認められた場合

には、これを改善します。
(5)個人1青報の取得にあたつては、あらかしめ利用目的を明示し、その目的以タトには

使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を

識別できないよう匿名イとした場合などは除きます。

(6)業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り

扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。

(7)個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。

3, 本目言炎体市」

当薬局 は、次の事項 についてご本人か ら申 し出があつた場合、適切かつ迅速

に対応 します。

(1)個人情報の利用目的に同意しがたい場合

(2)個人情報・第三者提供記録の開示、訂正、利用停止など (法令により応 しられ

ない場合を除く)

(3)個人情報が涌洩・滅失・棄損した場合、または、その可能陛が疑われる場合

(4)その他、個人1青報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合

※個人情報の取扱いに関して同意したことによつて生ずる結果について、本人が判断

できる能力を有していないなどの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る

必要があります。

開  設  者
個人情報取扱責任者
(お問い合わせ先)

電 話 番 号
ファクシミリ
ホームページ
Eメー)レ

株式会社薬局白十字

白木 浩―

T8iO‐OO01福 岡市中央区天神2‐∝SF

(092)7B卜385,

(092)712‐2567

http,′ ′www hakuナ ンuli co可 p

otottwaseohakulyuli cotp

福岡県薬剤師会 (20241n-1)



当薬局の行つているサービス内容について
下記表中の点数は全て 1点 =10円 です。

調君j管理,ユ

(4/28/50/60点 )

月段葉首1甲 指章料
(45/59点 )

患音さんことに作成 した東再Jl,翔 歴 (某歴)に基づいて 投票にl予 る票即1の名千ケ 用′な 用量 効

かかりつけ葉斎J師指導料
(76点 )

=哲
さんか選 l尺 し

'il名
の 「かか りつけ革育」a,Jオ′ヽ 保険医とこ携して他の医療機関や薬局からの

ヨ等をイテうものです.「 かか りつけ東貰〕:市 Jは保険兵剤:Tと して l目 当の宿験と実慣を有 して浴り

研修:3だ を取4尋 しています ,ま た当案局に一定の時醤以上動務し いつでも柔や確原の担談を受け

ぼ、名 案局名を記覗します

かかりつけ菜激〕師包括管理料
(291点 )

Pa£ 夕I守加算J「 夜 F。弓体日
=加

葺J「在宅な者ヨ秦〕力]葺 J現び f在 宅患者。ちP・弓柔嘉1管理指導IJJ「在

異支援料 J「 使用票斉Jテ4J「
'寺

定保唆医療オJ料4H J以外の質局が包すとされる「かか りつけ案剤師包

無面製剤処 :里 力,舅

(69/フ 9点〕
6歳未汚の乳幼月の場合

(13フ /14フ 点)

において 中,いゆ脈宋煮テム月崎頑

に関する事 IEl

後 発 医薬れ 調澱」体 耳il力 H彙

連携 強化加 算

(5点 )

する事項

在宅菜学総合体制加写車
(15/50点〕

において在宅患き訪問兵資1管 理指導41 在宅忌音霙急訪聞栞A,奮 I里指連料る しくは在宅患者緊急時

320点 /回
3il及 び 2以外の場合

650点 /[。ヨ

望―建物ラ療三言が2人以上
9人 以下の場合

DX推進体制整備加算
(4点 ) において語剤 した場合 月 1口に

'P、

り所定の点数を加葺します。

別に厚生労働大巨が定める拒設裏準に適合しているものとして保険栞局において調剤 した場合 6

「個別の調剤報酉l州 の算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者さんへの‖言報提供をI貫極的に推進 していく観点から、公買負担医

療の受給者で医療費の自己負担のない方を含め、個別の調剤報酬の算定I買目の分かる明細書を無料で

発行 します。
明細雷には、調剤 した薬剤の名称等が記載されますので、ど家族等の代理の方への発行葛含めて、

明イ¶詈の発行をど希 望されない方は、窓口にてその旨お申し出 ください。

訪問薬斉J管理指導の届出を行つている旨の掲示

幻薬剤管理指導について

当薬局は厚生労働大臣が定める施設基準を
満たしている保険薬局です

6 保険医療1堆蘭や磨者さん幸の求めに,き して服用三の 1商 ,R提 供を行つた夏娠を有 します、

フ 研修認定を取縄 した保険栞剤増頭ん吋u鋭の他:主種と連篠する会,薇に出席 しています .

9 ′i案 の詞コ

'実

篠を有 します

11 かかりつけ莫萬Jl市 による一え的 ア去続0句むlR票管 I里 指ヨの英積を有 します

12 '卜 来lR真支援沐11の要定実績を有 します。
lB 服用兵 ,ユ 調名梨支颯11の算定茉縦を有 します .

14 脱薬情報等提供料の資

'実
績を有します。

::1幹
星ぞ§竪暴尋程協目 自撓警 宮ζ稜廠層整あ弓雀ラ言軍魯で常瑚 箆百ぴヽ吾彗尋 ξ格烏圏∈思霙勧岳客望2雹 ε毒〒撮

20 ユ首さんことに作茂 した兵葛J服用圧 (薬歴)に 星づさ 患旨さんの服 l祠 する医療局医兵品以タトの医兵品に関するものを含め 必

26 -服 用医薬品及び要 l旨導医嘉品等 (健康サ′十、― 卜嘉葛の目け出要件とされている48案ガ

'l鴛

ギ)を取り扱つています

30 医

「

寧切料や衛Ⅲl力料を供盗する体制を整′爾しています。
31 4宅 療雲の支颯に係る他と儀竜やケアマネシャーと連 l鴬 を図つています ,

32 票物療法の安全1生向上に寅する事ψlの報占実縞力であり 副l十用報雪体制1を 塾偏しています

33 直近 3ヶ月にヨ剤した後発医薬品の数皇きJ合が 〔   ,%以 上の実額を有 します

34 他のど

'F夕

栞局等との連携し非常時に対応できる必要な体制を整第しています。

35 医療用麻葉について 注身!吉11品日以_Lをョ
~む

6品目以上を鳴苔し 必要な案翼1交 付及び指導を行うことができます

36 2人 以上の真萬le"が動務し 無菌室 クリーンペンテ又は安全キャビネッ トの設石を偏え 注射軍害の揮百的な製剤を行し

37 多剤併用 重複般某等の解消に係る百ヌ組の実積を有します ,

38 電子l商 IF処 曖船繊の使用による請求を行つています

42 オンライン資

'善

確認システムを活用して調芦1等 を冥施できる体制を有します

43 「第二種協症 J旨 定医療鴨関」として都l薔府県久a事の指定を受けた保l焚薬局です。

44 災宮の発生時孝において 他の保峡兵局者との理廃により非常常に必要な体 1ヽを とっています

46 保険区l,I聰 側が実いしするl几悪性腫瘍斉Jの 化学,~o法 に係る研イ
'会に参力Πしている保険案欝1師を百E目しています

4フ  BR菜 管理指導オ4の注13に 規市される (子帳の活用冥積が少なし→ 栞局に該当します

48 かかりつけ員剤師と連携できる十分なを■文験を有する保喰寮育J師 を配dし ています。

49 かかりつけ東剤師指導オ」農びかか りつけ栞剤宮Fつ_拓管理剌に関する塁率を汚たす保険案剤師を配置しています.

調剤報酬点釜文表 (令和 6年 6月 1日 t雹行 )

,I出|li t.if,J「 、1キ ,,嘉
'I十

■ギ強い '
1と 甘■.巌

=14+■
襲 +8'.,。「!μ

(`出ヒ巧|レ_テキあ8ヽ I(,オ報 i輯  `ィ 宇
`,′

コヽⅢ「,― D唱●1■

11i二 ;

一∝
一
・　

〒

Ⅲll言t工どヽ 熟留V川

一一一
一一十一・

介護報酬 (令和 6年 6月 1日 施行 )

濃2 1点 =10円

1?V!!■ .tF■■IFll'強
わ4'I:刹 フカ

"●
IJ● ' ォヽ

",

開 局 時 間

平 日 9:00～ 18:00
曜 日   :  ～   :
<夜間・休 日等加算の対象時間>

平  日  19:00 ～   8:00

土曜 日  13i00 ～   8:00
※日曜日及び国民の祝日

対象にな ります。

1月 2日 、 3日 、 12月 29日 、30日 、31日も

注1 調弯卿 郵点致=調剤技術ホ」

福岡県薬剤 8師 会 (20241n2)


